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　11 月 17 日 ( 金 )17 時より、ホテルグランヴィア広島
に於いて、「広島県印刷工業組合青年部会創立 30 周年記
念式典」が来賓、OB、及び現役等総勢 35 名が出席して
盛大に開催された。
　青年部会は、昭和 63 年に初代部会長に喜瀬清氏が就任
し、以後９名が歴代の理事長を引き継いで、現在 12 代目
の後藤智治氏に至っている。
　ぜひ、印刷工業組合に若いエネルギーと、知恵と、ア
イデアを注入して、これからの組合を引っ張って行って
ほしいものだ。
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　表紙にあったように、11 月 17 日 ( 金 ) 17 時より、
ホテルグランヴィア広島に於いて、「広島県印刷工業組
合青年部会創立 30 周年記念式典」が来賓、OB、及び
現役等総勢 35 名が出席して盛大に開催された。

　まず、小下壮嗣氏の司会で開会が
あり、後藤智治部会長の式辞、中本
俊之広島県印刷工業組合理事長と濱
田彰全国青年印刷人協議会副議長の
来賓祝辞、続いて歴代部会長表彰式
(20 周年以降の宇都宮公徳氏、鶴田
康二氏、田尾直也氏 ) があり、全員

で記念撮影を行い式典は終了した。
　懇親会は、貞森大介氏の司会進行
で、まず、坂井賢二広島青年印刷研
究会会長の来賓祝辞から始まり、続
いて OB の藤山浩氏のユーモアある
乾杯で宴は始まった。
　宴も盛り上がっている時、一旦、
記念トークとして初代部会長の喜瀬
清氏のお話があり、当時の思い出話
などが出て会場は笑いに包まれた。
　最後は、中締めとして増田達朗青
年部会監事の三本締めで幕を閉じた。

【歴代の部会長】
　　初代　喜瀬 清 　　　　　２代　中本 光治
　　３代　大田 恒三 　　　　４代　小田上 晃
　　５代　濱崎 義治 　　　　６代　中川 隆
　　７代　中本 俊之 　　　　８代　宇都宮 公徳
　　９代　鶴田 康二 　　　10 代　宇都宮 公徳
　11 代　田尾 直也 　　　12 代　後藤 智治

【後藤部会長の挨拶】

　今回 30 周年記念式典にあたり、
これまで青年部会を支えてくださっ
た、先輩方、また、広島県工組の皆
さまのご理解・ご助言により支えら
れてきましたこと、まずは青年部会
を代表して感謝申し上げます。

　広島県印刷組合青年部会では 10 年間の節目で式典を
開催しています。部会長を拝命したタイミングでは、
30 周年記念式典に当たるとは思っていませんでしたが、
実際に式典開催に関わり皆さんの前でご挨拶すること大
変身に引き締まる想いです。
　また、ここ 10 年間の青年部会は宇都宮様が３期６年、
鶴田様１期２年、田尾様１期２年と部会長をされ３人の
部会長のけん引があって 30 年目を迎えられ式典開催に
至ったこと、お礼申し上げます。
　さらに、本日は青年部会創立からの歴代部会長も多く
お集まりいただきましてお礼申し上げます。
　さて、私自身６年前に青年部会へ入会させていただき、
活動は総会から始まり納涼会・メモ帳配布・ブロック協
議会・また印刷産業夢メッセ・忘年会・新年互例会等携
わってきました。その中で毎年 10 月開催の夢メッセは
青年部会としてセミナー案を取組み皆で意見を出し合い
テーマを決め、あれでもないこれでもないとセミナー開
催まで至ることなど、青年部として活動を実践している
と実感させられました。
　また、昨今はネットワークの充実により、印刷物もペー
パーレスか進む中、ネット通販として印刷物が一般の方
に身近に頼みやすい環境になりましたが、その反面大手
のネット印刷通販会社によって価格競争に巻き込まれて
います。
　現状の印刷業界を盛り上げていくためには、我々青年
部会も結束して活性化に取り組んで５年後 10 年後と、
また 40 周年記念が迎えられるように青年部会を盛り上
げて参りたい所存でございます。
　これからも広島県印刷工業組合青年部会にご支援ご指
導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。
　以上、私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠
にありがとうございます。

【広島県印刷工業組合青年部会】

創立30周年記念式典を盛大に開催

我々青年部会も結束し活性化を！

表彰 田尾 氏 中締めプリントネクスト報告
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【中本理事長の来賓祝辞】

　私も、部会長を務めさせていただ
いたことがありました。宮島のウォー
クラリーや元安川にヨットを浮かべ
たりしましたが、その当時はメンバー
も多く予算もそこそこありましたが、
時には当時の事務局長にもっと予算

を付けてくださいとお願いしたこともありました。
　私は、この若い青年部とは“夢を語りあった場”だと
思います。実際にそうしたと思います。
　広島県は全青協の副議長も兼ねており、中国ブロック
協議会もまとめ、そして全国。そうしますと、非常に多
くの人と知り合う、全国どこに行っても仲間がいる。
　本当に大きな財産になったと思います。
　私も当時は日本 JC 印刷部会に加盟しておりました
し、丁度、プリント４がありました。全国の仲間と場所
場所で夢を語り合い、いろんな事業をしてもっと我々の
事業を大きくするということを話し合いました。
　常に親組合と一緒に活動もし、そして青年部は青年部
として活動してまいりますけども、広島の場合は３つの
団体があります。今の青年部会、広島青年印刷研究会、
そして福山の価値組委員会があります。当時の喜瀬理事
長に「一緒にやりんさいや、何でバラバラでやるんネ」
とずーっと言われました。しかし、それぞれの歴史があ
りましてそう簡単に一緒になれませんでした。
　ただ、こうして親組合の方ですけども組合員が減って
いく中で、何かやっていかなければなりません。形には
こだわりません、志が同じメンバーでもっと多くのメン
バーを集めて、一つの事業に取り組むことが大事だと思
います。ぜひ、せっかくこの広島に３つの団体があるわ
けですから一つの力になって、そういう団体になってい
ただければなと思います。
　そして、最後に何時も親組合の方にも多大なるご協力
をいただきましてありがとうございます。ぜひ、今後も
親組合とともに一緒に汗をか
いて、我々の業界がもっと豊
かになる、そして、次世代に
繋がる。そういった活動が出
来るようになったらなと思い
ます。
　今日は誠におめでとうござ
います。

【濱田彰全国青年印刷人協議会副議長の来賓祝辞】

　私の広島の印象をと申しますと、
非常に盛り上がっているなと感じま
す。もちろん広島カープもですが。
今年の夏に来た時はゲームがあった
日でどこに行っても赤赤でユニホー
ムだらけでした。

　昨年のオバマ大統領の原爆資料館訪問時、賛否両論い
ろいろありますが、ただ私、テレビでじっくり見ていま
して、広島で何が起きているんだという感じで、非常に
興味深く見ました。あれを見て、世界的にも広島という
名前は知らない人はいないと思います。ますます広島の
役割が高まったというように感じました。
　広島で 2019 年にシューティングスターチャレンジ
というプロジェクトありますがご存知でしょうか。瀬戸
内海で 2019 年に開催し、人工で流れ星を作ろうとい
うものです。2019 年夏に人工衛星を打ち上げて 2019
年に大気圏から粒子を放出することによって、物質の内
容によっては色が変わったりして流れる。うまくいけば
東京オリンピックで世界にお披露目できるかもしれない
という夢のようなお話です。広島はこれから注視される
ことは間違いありません。
　全青協ではいろいろな活動をしております。そのものが
親組合でランクアップして事業となる。今後も続けます。

広島県の３団体が一致団結して豊かな未来を！ 広島県には未来がある！

藤山 氏

後藤部会長表彰 鶴田 氏

喜瀬氏記念トーク

乾　杯

坂井青印会長 喜瀬初代部会長
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　11 月８日 ( 水 ) 午後３時 00 分から、KKR ホテル広
島に於いて、常任理事会が理事長、副理事長、常任理事
の５名の出席で開催され、午後４時 00 分からは役員等
を含め 21 名が出席し拡大理事会が開催された。 
　会議開催の冒頭に中本理事長が「先月６日に全印工連
のフォーラムが、全国から約 300 名が集まり開催され
ました。全国大会の無い年にあったわけですが、これは
臼田会長が少なくとも年１回は全国の仲間が顔を合わせ
て生の声を聴いて、いろんな情報交換を交わすことが大
事だということで開催されました。内容は、臼田会長の
組合はお互いに情報共有・情報交換できる場だとし、組
合の重要性と各委員長の委員会の現状の報告や新しい情
報もあったりで、大変有意義なフォーラムでした。また
皆さんに広島での委員会報告などでお知らせしたいと思
います。今日はあと夢メッセの会議や懇親会があり長丁
場になりますがご協力をお願いします」と挨拶があり議
題に入った。 
議題 
１．2017 印刷産業夢メッセ実施結果分析調書について 
２．「いんさつ広島」年賀広告掲出のお願い 
３．新年互礼会ご案内について  
４．組合員の異動等 
５．「知らなかったでは済まされない 労働法と労働基準 
　　法改正案」セミナー開催について 
６．その他 

　11 月７日 ( 水 ) 午後５時 00 分から、KKR ホテル広
島に於いて、2017 印刷産業夢メッセ集約会議を、出展
企業等も含め 36 名が出席し開催された。 
　始めに中本実行委員長より「皆様のご協力により 13
回目の夢メッセも盛大に開催されました。お礼を申し上
げます。この後資料でアンケート等いろんな意見等が出
ておりますので、次の 14 回に向けていろんな意見を
言って貰ったらと思います。２日目が雨だったのにかか
わらず受講者が多く来られたことに驚きです。また、こ
の KKR ホテル広島での開催が最後になりましたが、新
しい場所でも皆様のご支援なしでは開催できません。今
後とも相変わらずのご協力をよろしくお願いします」と
挨拶があり始まった。 
議題  
１．「2017 印刷産業夢メッセ」実施結果について
　・「入場券」購入結果
　・「アンケート」集計結果
２．「2017 印刷産業夢メッセ」の反省点等について
３．その他 
　・2018 印刷産業夢メッセ開催日 10 月 26・27 日
　　ホテル広島ガーデンパレスで予定
　その後、懇親会を中川副理事長の司会で、中本大会実
行委員長の挨拶と乾杯で始まり、和気あいあいに労をね
ぎらったり今後に向けての話などで盛り上がり、最後に
は、岩橋理事長(機材協)の１本締めで会を締めくくった。 

「第４回常任理事会・拡大理事会｣ 開催 「2017 印刷産業夢メッセ集約会議」開催 
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【2017 全印工連フォーラム in 熱海】
　前号に引き続き各委員長からの報告を掲載します。

【池田 環境労務委員長から】 
　環境労務委員会は、２つだけ絞り
込んで、ご紹介とご連絡をさせてい
ただきます。
　まず１つは、VOC 検知器、時々お
話を聞きますが、１つは、「何で１台
の印刷機に対して３台必要なの」「こ

れってデリバリの上でやったらどうなの」「ユニットの
上で鳴ったらどうなの」「いつもユニットの上では洗浄
中に鳴るんだよね、電源外しちゃったよ」という声を聞
くことが多々ありましたので、きちんとした使い方のマ
ニュアルを作っております。実はこの印刷機に関して何
故３台必要なのか、この機械１台に対しては３台ですが、
機械が２台でしたらば別に６台の必要性はありません。
まずユニット上に１台、そして共有部分の通路に１台、
そしてデリバリのとこに１台というように考えていただ
ければ良いと思います。
　そして、もう１つは労務の問題です。現在、特別顧問
の小倉先生に、「知らなかったでは済まされない労働法
と労働基準法改正案」のセミナーを全国で展開しており、
12 月 8 日は広島県でも開催します。ここ数年でかなり
労働基準法の改正がありましたので、今日はワンポイン
トレッスンをしていただきます。

【小倉】 国会が解散してしまいましたので、決定事項で
はありませんが、２つご紹介いたします。
　月 60 時間越の時間外労働、中小企業は猶予されてい
ましたが撤廃予定です。施行日は、平成 34 年４月１日。
月 60 時間越の時間外労働があった場合は、50％増し
で時間外手当を払うように変わる予定です。
　もう１つは、年次有給休暇取得ですが、今、半年経つ
と 10 日、正社員の方であれば有給休暇が与えられてる
と思いますが、こちらについて消化率が悪いということ
で、５日以上取れていない方がおれば、会社側が時期を
指定して、５日までは会社で指定した時期で５日取得を
させてあげなさい、ということが労働基準法に記載され
る予定です。 

基準法ですので罰則があります。こちらはもうちょっと
早く、平成 31 年の４月１日から施行される予定です。 

【池田】 どうもありがとうございました。詳しくはぜひ
セミナーを各県工組単位で企画していただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。 

【白橋 組織共済委員長から】
　組織共済委員会は、３つの事業が
あります。共済制度の推進、組織運
営そして「全印工連 2025 計画」の
普及・啓発ですが、今日は、共済制
度の推進についてお話をします。
　実は、東京工組では、パンフレッ

トを作りました。現在いる工組全員でこの共済制度につ
いてご理解をいただこうと、あるいは共済制度をご利用
いただこうということで、皆さんにお配りして共済制度
の推進を図っております。 
　生命共済、医療・がん共済、総合設備共済・災害補償
共済の４つの共済制度があります。実はこの共済制度は、
全国で大体利用者数が組織で言うと 30％になっており
ます。もちろん、それより高い県工組さんもありますし、
低い県工組さんもあります。それを年度単位で 10％利
用者を上げたいということで、今一生懸命活動しており
ます。なかなかその活動においては苦戦をしているとこ
ろですが、こういったパンフレットをお配りして、皆さ
んにまず理解をしてもらうということです。 
　いろいろなところでお話をさせていただく中で、共済
制度は組合員になって組合員としての価値の１つであり
ます。その価値をどうしたら分かっていただくのかとい
うことで、皆さん苦心して苦心して、そして前進をして
いるところです。ぜひここにご参加の皆さん、共済制度
についてのご理解を深めていただいて、もし共済制度を
ご利用でない皆さんがいらっしゃったら、ぜひご加入い
ただいて、その組合員の価値としてご利用いただければ
幸いに思います。 
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【土屋 教育研修委員長から】 
　今日は、制度教育の改定、特に営
業士の認定試験とそれからこれに伴
う講習の内容を改訂しましたと言っ
てもなかなかご理解いただけないと
思いますので、１工組でも多く実施
していただくために、ピンポイント

で報告をさせていただきます。 
　まず印刷営業講座ですが８年ぶりの改訂で、認定試験
は、20 年ぶりです。いかに改訂が無く、多くの皆様か
ら内容が営業に向いていないとご指摘をいただきまし
た。そういうこともありまして、この度改訂に臨みまし
た。 
　非常に素晴らしい内容になったと思います。会社に
とって重要なのはやっぱり営業ではないか。お客様と接
する、仕事を取ってくる。そういったためにも教育をし
ていかなければやはり良い仕事が入ってきませんし、仕
事も増えない。まして非常に利益の出にくい時代の中で
どうやって営業を育てていいのか、そこが重要ではない
かなということです。これに関しましては、今までの考
え方を変え、認定試験の合格率を上げるための講座から、
そうではない、やはり実際に役立つ内容になったという
ことです。 

【小野 ダイバーシティ推進委員長から】 
　今日は２つお知らせをさせていた
だきます。今、ダイバーシティ推進
委員会では少子高齢化に向けた労働
市場の人材不足の解消に向けて、そ
の１つの取り組みとして多様化した
働き方のニーズに応えた、「働き方改

革」を取り入れた企業のダイバーシティマネジメントの
推進に取り組んでおります。優秀な人材を確保する上で
は、企業が働く方たちの価値観の多様性を取り入れるこ
とがとても重要になってきます。 
　ダイバーシティ推進委員会では、ダイバーシティマネ
ジメントを取り入れるための指針のひとつとして、一般
事業主行動計画の策定を始めております。この一般事業
主行動計画の法令は２つあります。１つは次世代育成支
援対策法で、２つ目は男女雇用機会均等法です。 
　１つ目の次世代育成支援対策法は平成 15 年 7 月に制
定され、平成 27 年に改定施行されました。この法律の
目的は、急激な少子高齢化の流れを変えることと、次世
代を担う子どもたちが、健やかに生まれ、育成される環
境整備を進めるために、国・地方公共団体・事業主・国
民が担う責務を明らかにして、10 年掛けて集中的かつ
計画的に次世代育成支援対策法に取り組んでいくことを
目的に、従業員 101 名以上の企業に義務付けされたも
のです。
　この次世代育成支援対策法として、一番わかりやすい

ことで、優秀な企業、取り組んでいる企業に対して「く
るみんマーク」を受ける、特例認定を受けることができ
ます。皆様もちょっと名刺でいただいたときに、このく
るみんマークを見たことがあるのではないでしょうか。
さらに、もう少し取り組みとして、この特例認定を受け
ることによって、「プラチナくるみん」の認定を受ける
ことができます。このメリットとは、届出義務の免除や
税優遇の拡充などが受けられることです。 
　そして、２つ目は男女雇用機会均等法、これは昭和 
47 年７月に男女雇用機会均等法が施行されて、以来、
女性にも開かれた職場づくりが企業に対して努力義務と
して課せられたものです。昨年、女性活躍がダイバーシ
ティという取り組みを目的として、女性活躍推進法が昨
年４月に施行されて、こちらのほうは、従業員 301 名
以上の企業に義務付けされたものです。そしてこの男女
雇用機会均等法のメリットとしては、女性活躍加速助成
金、これは１つの企業に対して、１回限りではあります
が、30 万円の助成金を受けることができます。この女
性活躍推進法に基づく認定マークとして「えるぼしマー
ク」として、１段階から３段階へのマークを受けること
ができます。行動計画の策定手順としては５つあり、女
性活躍に関する状況を把握、その把握した内容の課題分
析を踏まえた行動計画の策定。３番目としては、行動計
画の社内の周知、外部への公表、それは女性の活躍に関
する情報の公表です。５番目は一般事業主行動計画の策
定の届出があります。 
　策定として、第一に自社の分析をし、２番目に自社の
数値目標を掲げます。最後に都道府県の労働基準局に届
け出るという手順で策定します。ただ策定して届けるだ
けでは企業にどういったメリットがあるかといいます
と、１つ目は、一般事業主行動計画を策定し、公表する
ことで企業のイメージアップと求人に非常に有利である
ことと、２つ目は、両立支援等助成金が受けられます。
これは、女性活躍加速化コースです。３番目に公共調達、
仕事のほうですが、認定企業、えるぼし認定企業に対し
て加点評価されるもので、今は 301 名以上の企業に対
して義務付けられているものですが、今後、小規模企業
についても策定が義務付けされることが考えられます。 
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　公益社団法人日本印刷技術協会よ
り「印刷白書　2017」が発刊され
ましたのでご案内申し上げます。
　本書は、公表された各種統計デー
タから、印刷産業の動向を捉えるた
めに必要なものを網羅、掲載すると
ともに、今後のビジネス展開におけ
る重要課題も多く取り上げ、進むべ
き方向性も示唆されております。
　印刷産業が今後どのような方向に
ビジネスの選択をすることが妥当なのか、印刷産業と印刷会
社の可能性を考えなければなりません。これからの中長期の
経営とビジネスに必要な重要課題を取り上げ進むべき方向性
を定めるヒントとなるでしょう。

【三島 CSR 推進委員長から】 
　  今日は大事なことを２つご報告
します。 
　まずは､ CSR 認定制度です。今年
に入って認定制度が開始されて丸４
年が過ぎ５年目。ワンスターから始
まり、３年目にはツースター、５年

目の今年、 スリースターの認定がスタートしました。そ
して、６月にそのスリースター認定の第１号となる企業
が誕生しております。
　ワンスターですが、チェックリスト方式で取り組んで
いる内容をチェックし、取り組んでいるということが分
かれば認定が取得できます。また、ツースターは、その
取り組みについて、ステークホルダーが明確になってい
るか、自社にどのようなメリットがあるかこれを想定し
て取り組むことにより認定ができます。そして、スリー
スターですが、さらに取り組み自体が、ステークホルダー
や自社の経営に本当に効果があったのか、すべての取り
組みについて効果測定を行い結果を精査し、最終的には
効果があったことを証明することによって取得できるも
のです。 
　支援スタイルは奉仕活動ではなく、企業においては成
長戦略であることは、皆さん、すでにご存知でしょうが、
まさにスリースター認定を取得された企業、それはこの
ことを証明したということになると思います。まだ取り
組みをされていない企業は、取り組みを考えていただき、
まずはワンスターからチャレンジをしてほいものです。
　２つ目は災害時の協力体制の策定ということです。
CSR 推進委員会では DCP に関連しまして、全国組織と
いうメリットを活かした各県工組間における災害時の支
援。つまり、いち早い生産体制の復旧の仕組み作りの研
究に取り組み始めました。有事、災害発生時にいかに速
やかに事業を復旧させるか、いかに経済活動を復活させ
るか。これはその企業や業界のみならずに、地域全体の
復旧にも大きな影響を与えるものであります。 
　しかしながら、全印工連が全国組織といいましても、
印刷会社同士だけで助け合っても、限界があるのも事実
です。私の会社は本社が岩手県にありますが、東日本大

震災の時には、材料や資材の調達に大変苦労した記憶が
あります。用紙なんかでも日頃お世話になっている卸屋
さんに何度もお願いしますと言っても、「メーカーが被
災してるんで、何ともならないんです」とこういう答え
でした。困り果てて西日本の業者さんに「何とかならな
いか。」とお願いし手配できたということを経験をして
います。また、物流においても、地元のほうの物流関係
は、ほぼ壊滅状態で物が動かせない状況でした。そんな
中でもぜんぜん違う地域の運送会社さんに協力いただき
ました。 
　すなわち、有事においては地域を超えて、そして業種
を超えて印刷業に関るすべての団体・企業が協力・支援
をして、被災している地域の印刷産業が求めるものを速
やかに供給する。また、求められる応援、生産の協力を
行う、そういった体制を整備することが重要であると考
えられます。組合員１社１社における DCP、事業継続
計画の作成のお手伝いを視野に入れておりますが、まず
は、我々全印工連と各メーカー・ベンダーさんとの間に
どういった協力支援体制がとれるか、そして最終的には
どのような協定ができるかというのをメーカーさんや識
者の方を含めたプロジェクトチームを結成しまして、今
その研究を行っているところです。  

「印刷白書2017」のご案内

問い合わせ・事務局　℡０８２-２９３-０９０６
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◎組合員の異動
　【脱　退】
　商　　号　㈱ハラプレックス広島営業所 （呉支部）
　脱退年月　平成 29 年 10 月
　商　　号　㈲延岡印刷所  ( 府中支部 )
　脱退年月　平成 29 年 11 月

◎組合の動き

事務局だより福山支部だより

　11 月 21 日 ( 火 )、福山支部価値組委員会の 11 月（第
176 回）例会を開催しました。11 月はスキルアップセ
ミナー。「架空の会社で営業をやってみよう」というタ
イトルの勉強会。講師は感動会社楽通の田村慎太郎氏。
田村さんは今回で３回目の価値組セミナーへのご登壇と
なりました。今回のセミナーの内容は、田村さんが現在、
力を入れて取り組んでいらっしゃる日本印刷カレッジの
授業を福山の皆さんにも体感していただくための福山ダ
イジェスト版としてお話いただいたんです。
　「架空の会社で営業をやってみよう」という事で、36
名参加のメンバーを完全にシャッフル、６チーム ( ６社 )
作り、役職も設定する。そのアトランダムに集まったメ
ンバーの強みを聴きだして、集約して、会社の強みを編
集してみる。最初は「え～っ！」っと不安の声も上がっ
てたんですが、これがどうして、面白かった。普段の会
議ではあまり見受けられない「笑い声」があちこちから
聞こえてくる。普段は社長さんやってる方が平社員に
なったりすると、固定概念が外れて発想が柔らかくなる。
このまま自分の会社に持って帰ってやってみると面白い
だろうなと思える勉強会でした。あとは自分に置き換え
て行動するだけって思います。そんな 11 月例会でした。

（占部）

8日 KKRホテル広島常任・拡大理事会、夢メッセ集約会議

9日 広島安佐ＧＣ印刷関連業界親睦ゴルフ

10日 広　　島中国地区事務局研修会

16日 東　　京常任役員会、理事会、情報交流会

17日
ホテルグランヴィア広島青年部創立30周年記念式典

東　　京ダイバーシティ推進室委員会

25日

1日

8日

21日

沖　　縄全青協正副議長会

東　　京産業戦略デザイン室会議

KKRホテル広島「知らなかったでは済まされない　労働法と労働
基準法改正案」セミナー、第5回拡大理事会

梅もと別館 役員忘年会
東　　京ダイバーシティ推進室委員会
印刷会館支部長会

 
月
11

 
月
12

「年賀広告」募集について
　いんさつ広島では、平成 30 年新年号の「年賀広告」を募
　集しております。（12 月 5 日締め切り）
　・広告料金　１枠　5,000 円
　・規　　格　55㎜ × 28㎜　モノクロ
　詳細については　℡０８２-２９３-０９０６　の事務局へ

新年互礼会開催のご案内
平成３０年の新年互礼会を印刷関係諸団体のご協賛によ
り開催いたします。多数のご出席をお願いします。
・日時　平成 30 年 1 月 5 日（金）
　　　　18 時　開宴　（17 時 受付開始）
・場所　リーガロイヤルホテル広島
　　　　広島市中区基町６－７８
・会費　１万円
・申込　１２月 8 日（金）までＦＡＸで
　　　　０８２－２９３－０９５４

【福山支部 11 月例会】

「架空の会社で営業をやってみよう」
セミナー


